
   

調査計画 

 

１ 調査の名称（■特定一般統計調査 □その他の一般統計調査） 

社会福祉施設等調査 

 

２ 調査の目的 

全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握して社会福祉行政推進のための基礎資料を得る

ことを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 ■地方公共団体 □その他） 

  ①基本票 

   ａ-1 施設基本票（Ａ票・Ｂ票・Ｃ票用） 

   ａ-2 施設基本票（Ｄ票用） 

    b  事業所基本票（Ｅ票・Ｆ票用） 

        いずれについても、都道府県、指定都市及び中核市 

  ②詳細票  ※ 詳細は別添１を参照 

ａ 保護施設・老人福祉施設等調査票（Ａ票） 

      生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による保護施設、 

老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)による老人福祉施設、 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第 52号）による女性自立支援施設、 

その他の社会福祉施設等（有料老人ホーム） 

    b 障害者支援施設等調査票（Ｂ票） 

      障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）による

障害者支援施設等 

c 児童福祉施設等調査票（Ｃ票） 

      児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）による児童福祉施設（保育所（保育所型認定こども園を含

む）を除く。） 

      母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129号）による母子・父子福祉施設 

    d 保育所・地域型保育事業所調査票（Ｄ票） 

      児童福祉法による児童福祉施設（保育所（保育所型認定こども園を含む）に限る。）、 

      児童福祉法による地域型保育事業所 



   

 

    e 障害福祉サービス等事業所票（Ｅ票） 

      障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス等事業所 

f 障害児通所支援等事業所票（Ｆ票） 

児童福祉法による障害児通所支援等事業所 

 

なお、詳細票において報告を求める事項のうち一部の事項について、「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）」第76条の３及び「児童福祉法（昭和22年法律第

164号）」第33条の18の規定に基づく都道府県への報告（障害福祉サービス等情報公表制度）の情報等を活

用し、あらかじめ調査票に印字を行う。 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

①基本票   

   a-1 施設基本票（Ａ票・Ｂ票・Ｃ票用）   

   a-2 施設基本票（Ｄ票用）           129 

   b  事業所基本票（Ｅ票・Ｆ票用）       

  ②詳細票 

a 保護施設・老人福祉施設等調査票（Ａ票） 約 13,300（母集団の大きさ 約 21,000） 

b 障害者支援施設等調査票（Ｂ票）      約 5,600 

c 児童福祉施設等調査票（Ｃ票）       約 6,900 

d 保育所・地域型保育事業所調査票（Ｄ票） 約 11,900（母集団の大きさ 約 31,500） 

e 障害福祉サービス等事業所票（Ｅ票）   約 74,300 

f 障害児通所支援等事業所票（Ｆ票）    約 29,300 

※本調査は、基本票の結果により母集団名簿を整備し実施するものであるため、母集団の大きさは便宜上、

直近（令和４年）の調査結果に基づき記載している。 

※詳細は別添１を参照 

 

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出(■全数階層あり) □有意抽出） 

①基本票  

全数 

  ②詳細票 

a 保育所・地域型保育事業所調査票及び保護施設・老人福祉施設等調査票のうち、保育所及び有料老人ホ 



   

ーム（サービス付き高齢者向け住宅以外） 

前年の基本票で把握された施設と、当年の基本票で新たに把握された施設（新設施設）を母集団とし、 

施設の規模（定員）、都道府県別に層化無作為抽出を行う。なお、新設施設については、全ての施設を 

客体とする。 

     標本設計の詳細については、別添３「社会福祉施設等調査の標本設計について」を参照のこと。 

b a以外の施設・事業所 

全ての施設・事業所を客体とする。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は施設基本票、事業所基本票、保護施設・老人福祉施設等調査票、障害者支援

施設等調査票、児童福祉施設等調査票、保育所・地域型保育事業所調査票、障害福祉サービス等事業所票、障

害児通所支援等事業所票を参照） 

①基本票 

   a-1 施設基本票（Ａ票・Ｂ票・Ｃ票用） 

      施設の種類、施設名、所在地、設置主体・経営主体、定員 等 

   a-2 施設基本票（Ｄ票用） 

      施設の種類、施設名、所在地、設置主体・経営主体、定員、開所閉所時刻 等 

   b  事業所基本票（Ｅ票・Ｆ票用） 

      事業の種類・事業所番号、経営主体 等   

②詳細票 

ア 精密調査 

a 保護施設・老人福祉施設等調査票（Ａ票） 

      在所者数、職種・常勤－非常勤別従事者数、実習生の受入状況 等 

b 障害者支援施設等調査票（Ｂ票） 

      在所者数、職種・常勤－非常勤別従事者数、過去１年間の退所理由・退所後の住居別退所者数、障

害者支援施設の指定昼間実施サービスの有無・種類、サービスの種類別利用状況、実習生の受入状況 

等 

c 児童福祉施設等調査票（Ｃ票） 

      在所者数、職種･常勤-非常勤別従事者数、過去 1年間の在所期間・退所理由別退所者数、実習生の

受入状況 等 

d 保育所・地域型保育事業所調査票（Ｄ票） 

      利用児童数、職種・常勤－非常勤別従事者数、過去 1年間の採用・退職者数、苦情解決のための取

組状況 等 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/R06sisetukihon.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/R06jigyousyokihon.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-A.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-B.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-B.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-C.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-D.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-E.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-F.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp240814-03-F.pdf


   

e 障害福祉サービス等事業所票（Ｅ票） 

      事業の種類・事業所番号、サービスの提供状況、サービスの従事者数 等 

f 障害児通所支援等事業所票（Ｆ票） 

事業の種類・事業所番号、サービスの提供状況、サービスの従事者数 等 

 

イ 簡易調査 

a 保護施設・老人福祉施設等調査票（Ａ票） 

      在所者数、職種・常勤－非常勤別従事者数 等 

b 障害者支援施設等調査票（Ｂ票） 

      在所者数、職種・常勤－非常勤別従事者数、過去１年間の退所理由・退所後の住居別退所者数、障

害者支援施設の指定昼間実施サービスの有無・種類、サービスの種類別利用状況 等 

c 児童福祉施設等調査票（Ｃ票） 

      在所者数、職種･常勤-非常勤別従事者数、過去 1年間の在所期間・退所理由別退所者数 等 

d 保育所・地域型保育事業所調査票（Ｄ票） 

      利用児童数、職種・常勤－非常勤別従事者数、過去 1年間の採用・退職者数 等 

e 障害福祉サービス等事業所票（Ｅ票） 

      事業の種類・事業所番号、サービスの提供状況、サービスの従事者数 等 

f 障害児通所支援等事業所票（Ｆ票） 

事業の種類・事業所番号、サービスの提供状況、サービスの従事者数 等 

 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■ 

 基本票 

・ 事業所番号、法人名、施設名及び事業所名は、審査並びに詳細票の調査対象の特定及び発送に用い

る事項であり、集計は行わない。 

・ 認可・届出・設置年月については、調査対象施設・事業所の特定に用いる事項であり、集計は行わ

ない。  

 

 詳細票 

・ 法人番号は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために用いる事項

であり、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

   毎年10月１日現在   ただし、以下の調査事項については、それぞれ対応する期間を対象とする。 



   

調査事項 基準となる期間 

保護施設・老人福祉施設等調査票 

・在所者数 ９月30日現在 

・主な退所理由・在所期間別退所者数（過去１年間） 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

・実習生の受入状況（過去１年間） 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

障害者支援施設等調査票 

・在所者数 ９月30日現在 

・入所期間別入所者数 ９月30日現在 

・退所理由・退所後の住居（夜の住まい）別退所者数（過去１年間） 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

・実習生の受入状況（過去１年間） 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

・地域活動支援センターの９月中の「利用実人員」「利用延人数」 ９月中 

・障害者支援施設のサービスの種類別利用状況 ９月中 

児童福祉施設等調査票 

・在所者数 ９月30日現在 

・主な退所理由・在所期間別退所者数（過去１年間） 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日現在 

・実習生の受入状況（過去１年間） 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

保育所・地域型保育事業所調査票 

・年齢階級別利用児童数 ９月30日現在 

・【保育所（保育所型認定こども園を含む）、保育所型事業所内保育事業

所】過去１年間（調査実施年前年10月１日から調査実施年９月30日ま

で）の保育士の採用－退職者数（常勤－非常勤別）と調査実施年度前年

度に学校を卒業した者の人数 

調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

 

・【小規模保育事業所、小規模型事業所内保育事業所、家庭的保育事業

所、居宅訪問型保育事業所】過去１年間（調査実施年前年10月１日から

調査実施年９月30日まで）の保育士資格ありの者の採用－退職者数（常

勤－非常勤別）と調査実施年度前年度に学校を卒業した者の人数 

障害福祉サービス等事業所票 

・【全サービス】各サービスの提供状況（利用期間別利用実人員含む。） ９月中（ただし、利用期間別

利用実人員は９月30日現在） 

・【生活介護サービス】過去1年間の退所者の状況 調査実施年前年10月１日～

調査実施年９月30日 

 

・【地域相談支援サービス（地域移行支援）、自立生活援助サービス】過

去1年間の利用者の状況 

・【共同生活援助サービス】過去１年間の入退居の状況 

 

・【自立訓練（機能訓練）サービス、自立訓練（生活訓練）サービス、

就労移行支援サービス、就労継続支援（Ａ型）サービス、就労継続支援

（Ｂ型）サービス】過去1年間の退所者の状況 

・【宿泊型自立訓練サービス】過去1年間の入退所の状況 

障害児通所支援等事業所票 

・【全サービス】各サービス提供状況 ９月中 

 



   

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

  ① 基本票  厚生労働省－報告者（都道府県・指定都市・中核市） 

  ② 詳細票  厚生労働省－民間事業者－報告者 

 

（２）調査方法 

   ① 基本票 

□郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム □独自のシステム ■電子メール）  

□調査員調査 □その他（  ） 

〔調査方法の概要〕 

・ 厚生労働省から都道府県・指定都市・中核市へ電子メール（ＬＧＷＡＮ経由）で調査票を配布す

る。 

・ 都道府県・指定都市・中核市は、調査票に記入後、電子メール（ＬＧＷＡＮ経由）で厚生労働省に

提出する。 

② 詳細票 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム □電子メール）  

□調査員調査 □その他（  ） 

〔調査方法の概要〕 

・ 民間事業者から調査対象施設・事業所へ郵送で調査票を配布する（オンライン回答用のID及びパス

ワードを含む）。 

・ 施設・事業所は、調査票に記入後、郵送で民間事業者に提出又はオンライン（政府統計共同利用シ

ステム）で回答する。 

・ 紙媒体の調査票に代えて、民間事業者に対する電磁的記録媒体の郵送提出も可能とする。 

・ 民間事業者は、調査票の取集に併せて、督促及び疑義照会も行う。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

（１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

精密調査（３年に１回実施しており、直近の実施年は令和３年）及び簡易調査（精密調査から次回の精

密調査までの間の２年間実施。精密調査の調査事項のうち基礎的事項のみを把握）をローテーションで実

施している。令和６年は精密調査を実施する。 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 



   

① 基本票  毎年８月下旬～10月上旬 

  ② 詳細票  毎年９月下旬～12月上旬 

 

８ 集計事項  

  別添２「社会福祉施設等調査 結果表一覧」のとおり 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） ■印刷物  □閲覧） 

（３）公表の期日 

   調査実施年翌年の12月に公表（※）する。印刷物（以下「報告書」という。）は、e-Statにおける公表

後に刊行する。報告書には、調査結果（８の集計事項。以下同様。）の一部を掲載し、報告書に掲載して

いない調査結果はe-Statに掲載していることを案内する。 

※ e-Statには調査結果を掲載し、厚生労働省ホームページには調査結果の概況とe-Statへのリンク先を

掲載する。 

 

10 使用する統計基準等 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（              ） 

■使用しない  

  本調査では、調査内容に鑑みて、現在設定されている統計基準を使用する余地が乏しいため、 

調査対象の範囲の画定や統計の表章に統計基準を使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

（１）記入済み調査票 

保存期間  政策統括官で取得した日の属する年度の翌年度の始期から１年 

保存責任者 厚生労働省統計管理官 

（２）調査票の内容を記録した電磁的記録媒体 

保存期間  常用 

保存責任者 厚生労働省政策統括官付参事官（企画調整担当） 



救護施設 186 軽費老人ホームＢ型 14

更生施設 20 軽費老人ホーム（ケアハウス） 2038

授産施設 16 都市型軽費老人ホーム 91

宿所提供施設 14

養護老人ホーム（一般） 880

養護老人ホーム（盲） 52

軽費老人ホームＡ型 189

●障害者支援施設等調査票（Ｂ票）

障害者支援施設 2578

地域活動支援センター 2849

福祉ホーム 129

●児童福祉施設等調査票（Ｃ票）

乳児院 145 小型児童館 2624

母子生活支援施設 214 児童センタ－ 1716

児童養護施設 610 大型児童館Ａ型 15

障害児入所施設（福祉型） 244 大型児童館Ｂ型 3

障害児入所施設（医療型） 221 大型児童館Ｃ型 -

児童発達支援センター 797 その他の児童館 111

児童心理治療施設 51 母子・父子福祉センター 54

児童自立支援施設 58 母子・父子休養ホーム 1

●保育所・地域型保育事業所調査票（Ｄ票）

保育所（保育所型認定こども園を含む） 4457 居宅訪問型保育事業所 15

小規模保育事業所 5917 事業所内保育事業所 663

家庭的保育事業所 841

●障害福祉サービス等事業所票（Ｅ票）
※

居宅介護事業所 25263 共同生活援助事業所 12281

重度訪問介護事業所 22460 短期入所事業所 7486

同行援護事業所 8359 自立訓練（機能訓練）事業所 401

行動援護事業所 2813 自立訓練（生活訓練）事業所 1583

療養介護事業所 246 宿泊型自立訓練事業所 228

生活介護事業所 9508 就労移行支援事業所 3393

重度障害者等包括支援事業所 22 就労継続支援（Ａ型）事業所 4429

計画相談支援事業所 11707 就労継続支援（Ｂ型）事業所 15588

地域相談支援（地域移行支援）事業所 3634 自立生活援助事業所 445

地域相談支援（地域定着支援）事業所 3493 就労定着支援事業所 1678

●障害児通所支援等事業所票（Ｆ票）
※

児童発達支援事業所 11803

居宅訪問型児童発達支援事業所 255

放課後等デイサービス事業所 19408

保育所等訪問支援事業所 2281

障害児相談支援事業所 8619

※１つの事業所で複数サービスを行う場合がある（名寄せされる）ため、調査計画上の「４（１）報告者数」とは一致しない。

障害者総合支援
法による障害福
祉サービス事等

業所

障害者総合支援
法による障害福
祉サービス等事

業所

児童福祉法によ
る障害児通所支

援等事業所

児童福祉法によ
る児童福祉施設

障害者総合支援
法による障害者
支援施設等

児童福祉法によ
る児童福祉施設

母子及び父子並び
に寡婦福祉法による
母子・父子福祉施設

児童福祉法によ
る児童福祉施設
等

児童福祉法によ
る児童福祉施設
等

（別添１）

●保護施設・老人福祉施設等調査票（Ａ票）

生活保護法によ
る保護施設

老人福祉法によ
る老人福祉施設

女性支援新法によ
る女性自立支援施
設

女性自立支援施設 48

老人福祉法によ
る老人福祉施設 その他の社会福

祉施設等
有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外） 9743



令和６年表名

第1表 社会福祉施設等数，国－都道府県、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第2表 社会福祉施設等数，施設の種類・経営主体、設置主体別

第3表 社会福祉施設等数（児童福祉施設等を除く），定員階級、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第4表 児童福祉施設等数，定員階級、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第5表 保育所等数・地域型保育事業所数，都道府県、経営主体別

第6表 保育所等数・地域型保育事業所数，都道府県、経営主体の公営－私営・開所時間別

第7表 社会福祉施設等の定員・在所者数，国－都道府県、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第8表 社会福祉施設等の定員・在所者数，施設の種類・経営主体、在所者の種類別

第9表 社会福祉施設等（児童福祉施設等・障害者支援施設等を除く）の在所者数，年齢階級、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第10表 児童福祉施設等の在所者数，年齢各歳、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第11表 障害者支援施設等の在所者数，年齢階級、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第12表 保育所等・地域型保育事業所の利用児童数，都道府県、施設の種類・年齢各歳別

第13表 社会福祉施設等の常勤換算従事者数，国－都道府県、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第14表-1 社会福祉施設等（保育所等・地域型保育事業所を除く）の常勤換算従事者数，職種・常勤－非常勤、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第14表-2 保育所等・地域型保育事業所の常勤換算従事者数，職種－保育士のうち幼稚園教諭免許保有者・常勤－非常勤、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第15表-1 保育所等・保育所型事業所内保育事業所の常勤保育士数－うち常勤幼稚園教諭免許保有者数，都道府県、経営主体の公営－私営（法人営再掲）別

第15表-2
地域型保育事業所の常勤保育従事者（保育士資格あり）数・常勤家庭的保育者（保育士資格あり）数・常勤居宅訪問型保育者（保育士資格あり）数，都道府県、事業の
種類・経営主体の公営－私営（法人営再掲）別

第16表 保育所等・地域型保育事業所の保育士・保育士資格ありの者の採用・退職者数，都道府県、常勤－非常勤、経営主体の公営－私営別

第17表 障害者支援施設の入所者数，入所期間、経営主体の公営－私営別

第18表 社会福祉施設等の身体障害者手帳所持者・療育手帳所持の在所者数，施設の種類、年齢区分別

第19表 障害者支援施設等の退所者（過去1年間）数，施設の種類・経営主体の公営－私営・退所後の住居(夜の住まい)・退所理由別

第20表 社会福祉施設等（障害者支援施設等を除く）の退所者（過去1年間）数，施設の種類・在所期間・退所理由別

第21表 障害福祉サービス等事業所数・障害児通所支援等事業所数，国－都道府県、障害福祉サービス等の種類・経営主体の公営－私営別

第22表
障害福祉サービス等事業所（療養介護、計画相談支援、地域相談支援（地域移行支援）、地域相談支援（地域定着支援）、短期入所、共同生活援助、宿泊型自立訓
練、自立生活援助、就労定着支援事業所を除く）・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援事業の事業所数，障害福祉サービス等の種類・営業日数階級、経営
主体別

第23表 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所数，サービスの種類・定員階級・営業日数階級、経営主体別

第24表 短期入所事業所数，事業所形態、経営主体別

第25表 共同生活援助事業所数，事業所形態・定員階級、経営主体別

第26表 障害福祉サービス等事業所（共同生活援助を除く）・障害児通所支援等事業所数，国－都道府県、障害福祉サービス等の種類・利用実人員階級別

第27表 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援事業所数，都道府県、訪問回数階級別

第28表
療養介護・生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型）・就労継続支援（Ｂ型）・児童発達支援・放課後等デイサービス
事業の事業所数，国－都道府県、利用延人数階級別

第29表 重度障害者等包括支援・短期入所事業所数，国－都道府県、利用延日数階級別

第30表 共同生活援助事業所数，国－都道府県、９月末日利用実人員階級別

第31表 共同生活援助事業所の共同生活住居定員別箇所数，国－都道府県別

第32表
療養介護・生活介護・共同生活援助・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立訓練・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型）・就労継続支援（Ｂ型）・自立
生活援助事業所の利用実人員数，利用期間別

第33表 地域相談支援（地域移行支援）、地域相談支援（地域定着支援）事業所の利用実人員(過去1年間)数、利用期間別

第34表 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援事業所の１事業所当たり利用実人員・訪問回数，国－都道府県別

第35表
療養介護・生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型）・就労継続支援（Ｂ型）・児童発達支援・放課後等デイサービス
事業所の１事業所当たり利用実人員・利用延人数，国－都道府県別

第36表 重度障害者等包括支援・短期入所事業所の１事業所当たり利用実人員・利用延日数，国－都道府県別

第37表
計画相談支援・地域相談支援（地域移行支援）・地域相談支援（地域定着支援）・宿泊型自立訓練・自立生活援助・就労定着支援・障害児相談支援事業所の１事業所当
たり利用実人員数，国－都道府県別

第38表 共同生活援助事業所の１事業所当たり利用実人員数，国－都道府県別

第39表 共同生活援助・宿泊型自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の定員，国－都道府県、経営主体別

第40表 居宅介護事業所の利用実人員・訪問回数，都道府県、障害者及び障害児・サービスの内容別

第41表 重度訪問介護事業所の利用実人員・訪問回数，都道府県別

第42表 同行援護・行動援護事業所の利用実人員・訪問回数，都道府県、障害者及び障害児別

令和６年　社会福祉施設等調査　結果表一覧

(別添２）



令和６年表名

第43表
療養介護・生活介護・計画相談支援・地域相談支援（地域移行支援）・地域相談支援（地域定着支援）・宿泊型自立訓練・就労移行支援・就労継続支援（Ａ型）・就労継
続支援（Ｂ型）・自立生活援助・就労定着支援事業所の利用実人員・利用延人数，国－都道府県別

第44表 障害児通所支援等事業所の利用実人員・利用延人数・訪問回数，障害児通所支援等サービスの種類・国－都道府県別

第45表 短期入所事業所の利用実人員・利用延日数，国－都道府県、障害者及び障害児別

第46表 重度障害者等包括支援事業所の利用実人員・利用延日数， 都道府県、利用者の類型別

第47表 共同生活援助事業所の９月末日利用実人員数，国－都道府県別

第48表 自立訓練(機能訓練)・自立訓練（生活訓練）事業所の利用実人員・利用延人数， 都道府県、サービス費の種類別

第49表 共同生活援助・宿泊型自立訓練事業所の利用者数，利用者の入居・入所前の場所・状況、利用者の退居・退所後の行先・状況別

第50表 生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（A型）・就労継続支援（B型）事業所の退所者(過去1年間)数，退所理由別

第51表-1 地域相談支援（地域移行支援）事業所の利用者(過去1年間)数，利用時の場所・状況別

第51表-2 地域相談支援（地域移行支援）事業所の利用者(過去1年間)数，利用後の行先・状況別

第52表 自立生活援助事業所の利用者(過去1年間)数，利用前の場所・状況別

第53表 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の常勤換算従事者数，国－都道府県、障害福祉サービス等の種類・常勤－非常勤別

第54表 社会福祉施設等数，福祉職俸給表に準じた給与体系の導入状況，国－都道府県、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第55表 社会福祉施設等数，実習生受入れ状況、国-都道府県、施設の種類・養成校の種類別

第56表 社会福祉施設等数，国－都道府県、施設の種類・経営主体の公営－私営・苦情解決のための取組状況（複数回答）別

第57表 障害者支援施設数，経営主体の公営－私営、医療処置実施の有無別

第58表 障害者支援施設数，経営主体の公営－私営、指定昼間実施サービスの種類(複数回答）別

第59表 保育所等数・地域型保育事業所数，都道府県、経営主体の公営－私営・開所－閉所時刻(30分間隔）別

第60表 地域型保育事業所数，都道府県、経営主体の公営－私営・自園調理（給食）の実施状況別

第61表 居宅訪問型保育事業所数，居宅訪問型保育により主として対応しているもの別

第62表 保育所等数・地域型保育事業所数，都道府県、施設の種類・経営主体の公営－私営・第三者評価機関による評価の受審の有無－受審の実施時期別

第63表 保育所等・地域型保育事業所の利用児童数，都道府県、利用児童の種類別

第64表 社会福祉施設等数・定員，国－都道府県、施設の種類・設置主体別

第65表 保育所等数・地域型保育事業所数・定員・利用児童数，都道府県，経営主体の公営－私営・開所時間（１時間間隔）別

第66表 保育所等の分園数・定員・利用児童数、都道府県，経営主体の公営－私営別

第67表 社会福祉施設等の（常勤換算ではない）従事者数，国－都道府県、施設の種類・常勤（専従－兼務）－非常勤別

第68表-1 社会福祉施設等（保育所等・地域型保育事業所を除く）の常勤換算従事者数，性、職種・常勤－非常勤、施設の種類・経営主体別

第68表-2 保育所等・地域型保育事業所の常勤換算従事者数，性、職種－保育士のうち幼稚園教諭免許保有者・常勤－非常勤、施設の種類・経営主体別

第69表-1 社会福祉施設等（保育所等・地域型保育事業所を除く）の（常勤換算ではない）従事者数，職種・常勤（専従－兼務）－非常勤、施設の種類・経営主体別

第69表-2 保育所等・地域型保育事業所の（常勤換算ではない）従事者数，職種－保育士のうち幼稚園教諭免許保有者・常勤（専従－兼務）－非常勤、経営主体別

第70表 保育所等・地域型保育事業所の常勤従事者数，経営主体の公営－私営・職種、施設の種類、経験年数別

第71表 社会福祉施設等の常勤換算の社会福祉士・介護福祉士数，施設の種類・職種、経営主体の公営－私営・常勤－非常勤別

第72表 社会福祉施設等の（常勤換算数ではない）社会福祉士・介護福祉士数，施設の種類・職種、経営主体の公営－私営・常勤－非常勤別

第73表 障害者支援施設等の公認心理師数，施設の種類・経営主体の公営－私営別

第74表-1 保育所等の（常勤換算ではない）保育士数－うち幼稚園教諭免許保有者数，都道府県、経営主体の公営－私営・常勤(専従－兼務)－非常勤別

第74表-2
地域型保育事業所の（常勤換算ではない）保育従事者数（保育士資格あり）・家庭的保育者数（保育士資格あり）・居宅訪問型保育者数（保育士資格あり），都道府県、
経営主体の公営－私営・常勤(専従－兼務)－非常勤別

第75表 児童福祉施設等の子育て支援員数，施設の種類、常勤（専従－兼務）－非常勤別

第76表 児童福祉施設等の介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師数，施設の種類・経営主体の公営－私営別

第77表 障害者支援施設の昼間実施サービスの利用実人員・利用延人数，経営主体の公営－私営、昼間実施サービスの種類別

第78表 地域活動支援センターの定員･9月中の利用実人員・利用延人数、経営主体の公営－私営別

第79表 障害福祉サービス等事業所数・障害児通所支援等事業所数，国－都道府県、障害福祉サービス等の種類・経営主体別

第80表 重度訪問介護サービス事業所数，都道府県、行動障害を有する知的障害者等の利用の可否別

第81表 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の常勤換算従事者数，障害福祉サービス等の種類・常勤－非常勤、経営主体別

第82表 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の常勤換算従事者数，職種、障害福祉サービス等の種類・常勤－非常勤別

第83表 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の（常勤換算ではない）従事者数，職種、障害福祉サービス等の種類・常勤（専従－兼務）－非常勤別

第84表
障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の介護福祉士(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業を除く)・社会福祉士・精神保健福祉士・公
認心理師数，障害福祉サービス等の種類



令和６年表名

第85表 共同生活援助事業所数・サテライト型住居箇所数，国－都道府県、サテライト型住居の有無別

第86表 共同生活援助事業所の個人単位居宅介護等の１事業所当たり利用実人員数・利用時間数，国－都道府県、利用したサービスの種類別

第87表 外部サービス利用型共同生活援助事業所の受託居宅介護サービス利用事業所数・利用実人員・１事業所当たり利用実人員，国－都道府県別

第88表 重度訪問介護事業所の研修修了者数，都道府県別

第89表 社会福祉施設等数，国－都道府県－指定都市－中核市、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第90表 保育所等数・地域型保育事業所数，都道府県－指定都市－中核市、経営主体別

第91表 保育所等数・地域型保育事業所数，都道府県－指定都市－中核市、経営主体の公営－私営・開所時間別

第92表 社会福祉施設等数，都道府県－指定都市－市区町村、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第93表 社会福祉施設等の定員，国－都道府県－指定都市－中核市、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第94表 社会福祉施設等の定員，都道府県－指定都市－市区町村、施設の種類・経営主体の公営－私営別

第95表 障害福祉サービス等事業所数・障害児通所支援等事業所数，国－都道府県－指定都市－中核市、障害福祉サービス等の種類・経営主体の公営－私営別

第96表 障害福祉サービス等事業所数・障害児通所支援等事業所数，都道府県－指定都市－市区町村、障害福祉サービス等の種類別



（別添３） 
 

令和６年社会福祉施設等調査の標本設計について 
 

標本設計の考え方 

 

 保育所・地域型保育事業所調査票及び保護施設・老人福祉施設等調査票のうち、保育所及び有料

老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）については、前年の社会福祉施設等調査（以下「前

年調査」という。）で得られた名簿に記載された施設と、当年の同調査（以下「当年調査」という。）

で得られた名簿（以下「当年名簿」という。）に新たに記載された施設（新設施設）を母集団とし、

施設の種類、都道府県及び施設の規模（定員）に基づいて層化する層化無作為抽出法により抽出す

る。 

 

１ 母集団 

前年調査で得られた名簿に記載された施設と、当年調査で得られた名簿に記載された新設施設を

母集団とする。 

 

２ 抽出方法 

抽出は施設を抽出単位とし、層化無作為抽出法により抽出する。 

 

３ 層化基準 

以下のとおり。 

 【保育所】 

① 前年調査で得られた名簿に記載された施設 

・都道府県（47区分） 

・定員（４区分）（50人以下、51～80人、81～110人、111人以上） 

② 当年名簿に記載された新設の施設 

 【有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）】 

① 前年調査で得られた名簿に記載された施設 

・都道府県（47区分） 

・定員（５区分）（20人以下、21～40人、41～90人、91～300人、301人以上） 

② 当年名簿に記載された新設の施設 

 

４ 目標精度・標本の大きさ 

 前年調査で得られた名簿に記載された施設については、施設の種類別に中心的な職種の都道府

県別従事者数及び常勤換算従事者数の標準誤差率が５％以内となることを目標とし、直近の調査

における有効回答率、廃止の状況及び結果表の標準誤差率の状況を踏まえ標本施設数を設定

する。 

令和６年調査では、これらの直近の調査（令和３年調査）結果を参考に、本調査の結果が

都道府県において作成する人材確保計画等の基礎資料として利活用されており、その利活用

に支障を来さないようにするため前回調査（令和５年）と同様の抽出率を維持することとす

る。 

ただし、有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）の定員 301人以上の規模区分に

ついては施設数が少数であることを踏まえ悉皆調査とする。 

  

《参考 令和５年調査の標本設計》 

 
保育所 

有料老人ホーム（サービス

付き高齢者向け住宅以外） 

母集団施設数 22,584 17,318 

抽出率 11％ 53％ 

標本施設数 2,540 9,192 

中心的な職種 保育士 介護職員 
※１ 表中の数値は、前年調査で得られた名簿に記載された施設（「３ 層化基準」の①）につ

いてのものであり、当年名簿に記載された新設の施設（「３ 層化基準」の②）については



 
含んでいない。 

※２ 母集団施設数及び標本施設数は「３ 層化基準」の①の各層の合計、抽出率は「３ 層

化基準」の①の全体の平均抽出率であり、層ごとの抽出率はそれぞれ異なる。 

 

《参考 令和３年調査の有効回答率》 

保育所 有料老人ホーム（サービス付き高

齢者向け住宅以外） 

94.2％ 89.3% 

 

《参考 令和３年調査の廃止の状況（欠落率）》 

保育所 有料老人ホーム（サービス付き高

齢者向け住宅以外） 

2.3％ 1.5％ 

 

《参考 令和３年調査の標準誤差率》 

保育所 有料老人ホーム（サービス付き高

齢者向け住宅以外） 

常勤換算では

ない保育士数 

常勤換算保育

士数 

常勤換算ではな

い介護職員数 

常勤換算介護

職員数 

全国 

0.8% 

都道府県 

2.9～6.7% 

全国 

0.8% 

都道府県 

3.0～6.1%  

全国 

0.7％ 

都道府県 

1.2～7.6% 

全国 

0.9% 

都道府県 

1.5～7.7% 

 

 

なお、都道府県 𝑖𝑖 規模区分 𝑗𝑗 の標本施設数 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 は、以下の式で決定する。 

 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

1 +
�0.05･∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖･𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗 �

2

∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖･𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑗𝑗

 

 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖：都道府県 𝑖𝑖 規模区分 𝑗𝑗 の母集団施設数 

𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖：都道府県 𝑖𝑖 規模区分 𝑗𝑗 の（常勤換算）従事者数の平均 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖：都道府県 𝑖𝑖 規模区分 𝑗𝑗 の（常勤換算）従事者数の標準偏差 

 

ただし、有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）は、定員 301人以上の規模区分の

み悉皆調査なので 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 であり、それ以外の規模区分の標本施設数の決定においては ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖･𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑗𝑗  
は悉皆でない規模区分についての和とする。 

 また、当年名簿に記載された新設の施設については、悉皆調査とする。 

 

５ 推計方法 

（１）抽出対象サービス 

サービス、都道府県、施設の規模別（施設の規模別は保育所及び有料老人ホーム（サービス

付き高齢者向け住宅以外）の新設の施設以外）に、基本票の活動中の施設数を詳細票の活動中

の施設数で除した値（拡大乗数）を求め、詳細票から得られた調査結果に乗ずる。 

（２）抽出対象以外のサービス 

サービス、都道府県別に、基本票の活動中の施設・事業所数を詳細票の活動中の施設・事業

所数で除した値（拡大乗数）を求め、詳細票から得られた調査結果に乗ずる。 


